
  

平成２７年１２月１１日 

子 ど も ・ 若 者 部 

 

「（仮称）世田谷区児童養護施設退所者等奨学基金条例」の創設について（案） 

 

 

（付議の要旨） 

児童養護施設を退所した子ども等が大学等に進学するための資金に充てる給付型奨学金事

業の実施に向け、同事業を社会全体で支える仕組みとするため、新たな基金を創設する。 

 

 

１．主旨 

社会的養護が必要な子どもとして児童相談所の措置により入所していた施設を退所した子

ども等が大学等に進学・通学する資金の一部を給付することを通じて、学業と生活を両立し

ながら社会的自立を図っていく過程を支援することを目的として、児童養護施設退所者等給

付型奨学金事業を実施する。 

事業実施にあたり、社会的養護が必要な子どもが夢と希望を持って、未来を切り開くため

の支援を社会全体で支えるため、広く区民・事業者等より寄附を募り奨学金の原資とするこ

とを目的として、（仮称）世田谷区児童養護施設退所者等奨学基金を創設する。 

 

２．給付型奨学金事業について 

（１）給付対象者 
社会的養護が必要な子どもとして児童相談所の措置により入所していた施設や里親等を措

置解除された子ども等のうち、今後も親族等からの経済的支援を受けることができない者。 
① 区内の児童養護施設（対象となる児童養護施設は、区内 2 施設）、児童自立支援施設
（区内施設なし）、児童自立生活援助事業を実施する区内の自立援助ホーム（対象と

なる自立援助ホームは、区内 3施設）の退所者 
② 区内の里親（区内在住の里親 16 名）及び区内で小規模住居型児童養育事業を実施す
る者（区内対象なし）への委託措置を解除された者 

③ 世田谷児童相談所が措置した区民で、区外の上記①または②の施設・里親に措置され
た退所者又は委託措置解除者 

（２）給付対象となる学校 
学校教育法に定める大学、短大、高校卒業資格を入学要件とする専修学校・各種学校 

（３）給付額 
年額 36万円（各学校の定める規定の年数を上限とする） 
大学の学費減免や民間の給付型奨学金制度を利用する場合、年間の学費から減免額及

び給付額を差し引いた額と 36万円の額の小さい額を奨学金の額とする。 
（４）給付対象経費 

入学金を除く授業料、施設設備費を含む大学在籍期間中に在籍校へ納入する費用 



  

（５）事業費 
   平成 28年度事業費 720万円 
（６）その他 

当該退所者等の孤立を防ぎ、相談等ができる関係性の維持を目的として、本人からの

支給申請に加え、施設の長または里親等による推薦を申請要件とする。 
 

３．（仮称）世田谷区児童養護施設退所者等奨学基金条例について 

事業実施にあたっては、社会的養護が必要な子どもが夢と希望を持って、未来を切り開き

同じスタートラインに立つための支援を社会全体で支える仕組みを構築するため、広く区

民・事業者より寄附を募り奨学金の原資とすることを目的として、（仮称）世田谷区児童養護

施設退所者等奨学基金を設置する。 

（１）基金の類型 

特定目的積立基金 

（２）基金への繰入 

基金の運営にあたっては、一定の残高を確保する必要があり、当面10年間の事業実施

に向けて、5000万円を基金の原資として、一般財源から拠出する。 

繰入額の設定については、一定期間経過後に、社会情勢や国・東京都の施策、民間支

援、社会的な需要などを鑑みたうえで、本事業の検証を行う必要もあることから、10年

間の期間における事業実施による繰出し及び一定程度の寄附金及び運用益による繰入れ

を勘案し、上記記載の額とした。 

なお、他の基金同様、本基金についても広く周知を行うことで、基本計画や子ども計

画で掲げる寄附文化の醸成を図り、寄附金を原資とする持続可能な基金としての仕組み

の構築を目指す。 

 

４．今後のスケジュール 

平成 27年 12月 16日   福祉保健常任委員会報告（基金条例の創設について（案）） 
平成 28年 1月 14・15日  政策会議（基金条例案） 

2月上旬  福祉保健常任委員会報告（基金条例案） 
2月  平成 28年第１回区議会定例会に条例案提案 
3月   条例公布（中間議決）、条例施行 

      4月   事業実施 
    


